
学　術　指　導　契　約　書（案）

　受託者国立大学法人弘前大学（以下「甲」という。）と委託者○○○○（以下「乙」という。）は,第２条記載の学術指導（以下「本学術指導」という。）を実施するにつき,次の各条によって学術指導契約（以下「本契約」という。）を締結するものとする。

（定義）
第１条　本契約において,次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
１　「学術指導」とは，乙からの委託を受けて，甲の職員がその教育，研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い，もって乙の業務又は活動を支援するもので，これに要する経費を乙が負担するものをいう。
　「学術指導」の内容には，技術指導，監修，コンサルティングなどが含まれる。
２　「学術指導者」とは，学術指導を実施する甲に属する次条に掲げる者をいう。

（学術指導内容等）
第２条　甲は，乙に対して次の内容について指導を行うものとする。
	１．学術指導題目：
２．学術指導目的・内容：
３．学術指導期間及び　　年　月　日～　　年　月　日
　　　　　指導（予定）時間　　　合計　　時間
４．学術指導料　　　　　　　　　　   　　　円（消費税相当額を含む）
　　　内訳：①指導料　　　　　　　 　　　　円
　　　　　　②必要経費　　　　　　　　　 　円
　　　　　　③直接経費　合計　　　　　 　　円（①＋②）
　　　　　　④間接経費　　　　　　　　　 　円（③の３０％）
５．学術指導者（代表）所属　　職名　　氏名　
６．学術指導に必要な設備等の提供の希望
　　（甲の使用設備）
　　（乙の提供物品）
７．その他希望する事項：



（学術指導の方法）
第３条　本契約による学術指導は，原則として甲の場所で実施するものとする。ただし，必要に応じて，乙又は乙の指定する場所で実施することもできる。

（学術指導料の支払い）
第４条　乙は，第２条に掲げる学術指導料を当該請求書発行の日の翌日から３０日以内までに，国立大学法人弘前大学出納命令役の発行する請求書により，甲へ支払わなければならない。
２　乙は所定の支払期限までに学術指導料を支払わないときは，支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ，その未収額に年３％の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
３　納付された学術指導料は，甲の責によるやむを得ない場合を除き，原則として返還しないものとする。

（学術指導に要する経費により取得した設備等の帰属）
第５条　甲が，第２条に掲げる学術指導に要する経費により取得した設備等は，甲に帰属するものとする。

（提供物品の搬入等）
第６条　第２条に掲げる乙の提供物品の搬入，据付，撤去及び搬出に要する経費は乙の負担とする。

（知的財産権の取扱い）
第７条　甲及び乙は，学術指導の結果生じた知的財産権の帰属，取扱い等については，当該発明等の発生事態を勘案して，別途協議して決定するものとする。

（秘密の保持）
第８条　甲及び乙は，学術指導の実施中に，相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について，第２条の学術指導者並びに学術指導の実施にあたり自己に所属する当該情報を知る必要のある最小限の役員及び従業員（以下「学術指導者等」という。）以外に開示・漏洩してはならない。また，甲及び乙は，相手方より開示を受けた情報に関する秘密について，当該学術指導者等がその所属を離れた後も含め保持する義務を，当該学術指導者等に対し負わせるものとする。ただし，次のいずれかに該当する情報については，この限りではない。
一		開示を受け又は知得した際，既に自己が保有していたことを証明できる情報
二		開示を受け又は知得した際，既に公知となっている情報
三		開示を受け又は知得した後，自己の責めによらず公知となった情報
四		正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五		相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
六　書面により事前に相手方の同意を得たもの
２　甲及び乙は，相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を，学術指導以外の目的に使用してはならない。ただし，書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
３　前二項の有効期間は，本学術指導開始の日から学術指導完了後３年間とする。

（免責等）
第９条　甲は，本学術指導の実施内容及び結果に関し，明示又は黙示を問わず，一切の保証をしない。
２　甲は，本学術指導（本学術指導に基づく商品の販売，役務の提供を含む。）によって乙に損害が発生した場合においても，甲は乙に対し，当該損害についての一切の責任を負わない。

（関連法令等の遵守）
第10条　甲及び乙は，輸出管理に関する法令その他学術指導の実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるすべての関連法令を遵守する。

（協力者の参加及び協力）
第11条　甲は，学術指導遂行上，学術指導者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合，乙の同意を得た上で，当該学術指導者以外の者を協力者として学術指導に参加させ，又は協力させることができる。
２　甲は協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。

（契約の解除）
第12条　甲は，乙が第２条に掲げる学術指導料を所定の支払期限までに支払わないときは，本契約を解除することができる。
２　甲及び乙は，次の各号のいずれかに該当し，催告後３０日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
　一　相手方が本契約の履行に関し，不正又は不当の行為をしたとき
　二　相手方が本契約に違反したとき

（契約の有効期間）
第13条　本契約の有効期間は，第２条に掲げる学術指導期間とする。
２　本契約の失効後も，第６条から第９条，第15条の規定は，当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。

（協議）
第14条　本契約に定めのない事項について，これを定める必要があるときは，甲乙協議の上定めるものとする。

（裁判管轄）
第15条　本契約に関する訴えは，甲を所在地とする青森地方裁判所の管轄に属する。


本契約の締結を証するため，本契約書２通を作成し，甲，乙それぞれ1通を保管するものとする。


令和　年　月　日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲）青森県弘前市文京町１番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立大学法人弘前大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約担当役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         印


　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙）住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　印


